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■狩猟と許可捕獲 
 

 

 
 狩猟 許可捕獲 
定義 狩猟期間に、法定猟法により狩猟

鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷)を行

うこと 

法で定める目的で捕獲許可を受け

て行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵

採取等 
対象鳥獣 狩猟鳥獣(49 種、鳥類のひな及び

卵を除く) 
鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣

も含む) 
捕獲及び採取の事由 問わない 鳥獣による生態系等の被害防止、

特定計画に基づく個体数調整等の

ため 
個別の手続き 狩猟免許の取得、毎年度猟期前の

登録が必要 
許可申請が必要 

申請先：都道府県知事 
捕獲できる時期 法令に基づき定められた狩猟期間

中 
許可された期間 

(年中いつでも可能) 
方法 法定猟法(網・わな猟、銃猟) 方法は問わない(危険猟法等につ

いては制限あり) 
 

（出典：環境省ＨＰより） 
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凡例

１０月 １日～３月３１日

１０月 １日～２月２８日

１０月 １日～１月３１日

１０月２６日～３月３１日

１０月２６日～２月２８日

１０月２６日～１月３１日

９月１５日～４月１５日（西興部村猟区）

中断期間設定（斜里町の一部、詳細別紙）

Ｃ

Ｂ

C

Ｈ

Ｆ

Ｇ

D

市町村境界

A

平成２５年度エゾシカ可猟区等設定期間

A

4/153/311/31 2/28

Ｄ

Ｅ

H

H

9/15 10/1

G

E

F

10/26

振興局境界

B

（ただし、10月・11月は
無制限）

オスジカ ：１頭

12/31

一人一日あたりの捕獲数制限

メスジカ ：制限なし

H

※西興部村猟区（Ｇ）に入猟する
場合は、西興部村猟区の指示
に従ってください。
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平成 24 年度におけるエゾシカの推定生息数について

北海道環境生活部環境局

エゾシカ対策課

○ これまで、国、市町村及び狩猟者などと連携し、個体数の削減に向け様々な取組みを

進めてきた結果、緊急対策期間の３年目となる平成 24 年度のエゾシカ捕獲数は、全道で

約 14 万４千頭（前年度比＋６千頭）と過去最高となり、「捕獲推進プラン」で示した目

標捕獲数 14 万 2,600 頭を上回った。

○ この捕獲実績等により、平成 24 年度における全道のエゾシカ生息数は、約 59 万頭(前

年度比－５万頭)と判断される。

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度増減

捕 獲 実 績 約 10 万９千頭 約 13 万７千頭 約 14 万４千頭 ＋７千頭

推 定 生 息 数 約 65 万頭 約 64 万頭 約 59 万頭 －５万頭

東部地域 約 29 万頭 約 27 万頭 約 23 万頭 －４万頭

西部地域 約 36 万頭 約 37 万頭 約 36 万頭 －１万頭

南部地域 データ不足 データ不足 データ不足 －

※平成 24 年度の捕獲実績は速報値（Ｈ24 年６月末日時点）。

※指数検討部会で示された「メディアン 予測値（中央値）」を元に判断

※推定生息数は、今後最新データの解析により、その都度修正される可能性がある。
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【 凡 例 】

東 部 ： ｵﾎｰﾂ ｸ・ 十 勝 ・ 釧 路 ・根 室

西 部：空 知・石 狩・胆 振・ 日 高 ・

上 川 ・ 留 萌 ・ 宗 谷
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【 関係法令 】 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺（ほ）乳類に属する野生動物をいう。 

２ この法律において「法定猟法」とは、銃器（装薬銃及び空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。以

下同じ。）をいう。以下同じ。）、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他

環境省令で定める猟法をいう。 

３ この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生

態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。）の対象と

なる鳥獣（鳥類のひなを除く。）であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそ

れのないものとして環境省令で定めるものをいう。 

４ この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。 

５ この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日（北海道にあっては、毎年九月十五日）から翌

年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。 

６ 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を

開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を

聴かなければならない。 

 

 （特定鳥獣保護管理計画） 

第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣があ

る場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図

るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣（以下「特定鳥獣」という。）の保護のための管理（以

下「保護管理」という。）に関する計画（以下「特定鳥獣保護管理計画」という。）を定めることがで

きる。 

２ 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 特定鳥獣の種類 

二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間 

三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域 

四 特定鳥獣の保護管理の目標 

五 特定鳥獣の数の調整に関する事項 

六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 

３～８ （略） 

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止） 

第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）をしてはならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。 

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。 

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可） 

第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条

第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥

類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっ

ては都道府県知事の許可を受けなければならない。 

一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又

は鳥類の卵の採取等をするとき。 

二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。 

三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で

定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。 

２～１４ （略） 

 

（狩猟鳥獣の捕獲等） 

第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保

護区、第三十四条第一項に規定する休猟区（第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合

は、その区域を除く。）その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な
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区域として環境省令で定める区域以外の区域（以下「狩猟可能区域」という。）において、狩猟期間

（次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されてい

る場合はその期間とする。）内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣（第

十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の

規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。）の捕獲等をすること

ができる。 

一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。 

二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟

鳥獣の捕獲等をするとき。 

イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 

ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩

猟鳥獣の捕獲等 

２ 環境大臣は、狩猟鳥獣（鳥類（狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。）のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」

という。）の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をす

る期間を限定することができる。 

３ （略） 

 

（環境省令で定める鳥獣の捕獲等） 

第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥

類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県

知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。 

２ （略） 

 

（特定鳥獣に係る特例） 

第十四条 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護

管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した

休猟区の全部又は一部について、当該特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定するこ

とができる。 

２ 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限

定されている場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要が

あると認めるときは、その狩猟期間の範囲内で、当該特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された

期間を延長することができる。 

３ 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計

画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定

鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。 

４ （略） 

 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（抄） 

 （捕獲等をする期間） 

第九条 法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上（左）欄に掲げる区域ご

とに、それぞれ同表の下（右）欄に定める期間とする。 

区域 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間  

北海道以外の区域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで（猟区の区域内においては、毎年十月

十五日から翌年三月十五日まで、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、

猟区の区域以外において、ヨシガモ（アナス・ファルカタ）、ヒドリガモ（アナ

ス・ペネロペ）、マガモ（アナス・プラテュリュンコス）、カルガモ（アナス・

ゾノリュンカ）、ハシビロガモ（アナス・クリュペアタ）、オナガガモ（アナス・

アクタ）、コガモ（アナス・クレカ）、ホシハジロ（アイテュア・フェリナ）、

キンクロハジロ（アイテュア・フリグラ）、スズガモ（アイテュア・マリラ）、

クロガモ（メラニタ・アメリカナ）を捕獲する場合にあっては、毎年十一月一日

から翌年一月三十一日まで） 

 

北海道の区域 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで（猟区の区域内においては、毎年九月十

五日から翌年二月末日まで） 
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エゾシカの現地での埋設処理 

 
 
 
 
 

■関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

■鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律通知集・・・ ３ 

 

 

 

  

参考資料２ 



 

【 関係法令等 】 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（抄） 

 （鳥獣の放置等の禁止） 

第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生

態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等

又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。 

 

 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（抄） 

 （適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合） 

第十九条 法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因

により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、こ

れらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合 

二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合 

三 法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は

林地に放置する場合 

四 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合 

 

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄） 

 （投棄禁止） 

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

 （措置命令） 

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処

理基準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境

の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号

に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な限度におい

て、当該収集、運搬又は処分を行つた者（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又

は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規

定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含

む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、

その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）

を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しな

ければならない。 
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○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴う留意事項に

ついて 
（平成15年４月14日付け事務連絡） 

（各都道府県・政令市一般廃棄物行政担当課あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃

棄物対策課） 

 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)

は平成14年７月12日に公布され、平成15年４月16日から施行されます。 

 鳥獣保護法第18条においては、鉛弾の破片の残った鳥獣の死骸を他の野生生物が食べてしま

うことによる鉛中毒事故等を防止する観点から、鳥獣又は鳥類の卵（以下「鳥獣等」という。）

の捕獲等又は採取等した者は、環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場

所に当該鳥獣等を放置してはならない旨の規定が新たに設けられたところです。また、鳥獣保

護法第３条第１項に基づき定められた鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な

指針（平成14年12月27日環境省告示第86号。以下「鳥獣保護基本指針」という。）Ⅱ第四(1)

⑤「捕獲物又は採取物の処理等」において、捕獲物等は原則として持ち帰ることとし、やむを

得ない場合に限り生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することとしているところ

です。 

 鳥獣保護法の改正の趣旨を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号。以下「廃棄物処理法」という。）の運用に当たっては、下記の事項にご留意ください。 

記 

 

一 捕獲物等の埋設が鳥獣保護基本指針Ⅱ第四(1)⑤「捕獲物又は採取物の処理等」に従って行

われる限りにおいては、廃棄物処理法第16条に規定する不法投棄には当たらないものである

こと。 

 

二 捕獲物等の埋設により、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められ

る場合は、廃棄物処理法第19条の４に規定する措置命令の対象となるものであること。 

 

 

○鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（抄） 

（平成14年12月27日環境省告示第86号） 

 

第四 (1) 

⑤ 捕獲物又は採取物の処理等 

 捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにするよう指導するものとする。 

 また、捕獲物等は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰る

こととし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することによ

り適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする（適切な処理が困難な場

合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除

く。）。さらに捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場

合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。なお、捕獲した個体を生きたまま譲渡し

ようとする場合は、飼養登録の手続きをするよう指導するものとする。(以下略) 
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地域の実情に即した水産動植物

保護のための捕獲規制 
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【 関係法令 】 
 

漁業法（抄） 

 
（漁業調整に関する命令）  
第六十五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、

特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を

目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則

で定めるものにより営む漁業（水産動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、又

はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水

産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができ

る。  
２  農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、次に掲げ

る事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。  
一  水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止（前項の規定により漁業を営

むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ

ならないこととすることを除く。）  
二～四 （略）  

３  前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。  
４～６ （略） 
７  都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、農林水産大

臣の認可を受けなければならない。  
８  都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、第八十四条

第一項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水

面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 
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水産資源保護法（抄） 

 
（水産動植物の採捕制限等に関する命令）  
第四条  農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要がある

と認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定め

るものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省

令若しくは規則で定めるものにより営む漁業（水産動植物の採捕に係るものに限る。）

を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところに

より、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととする

ことができる。  
２  農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認

めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。  
一  水産動植物の採捕に関する制限又は禁止（前項の規定により漁業を営むことを

禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない

こととすることを除く。）  
二～六 （略） 

３  前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。  
４～６ （略）  
７  都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、農林水産大

臣の認可を受けなければならない。  
８  都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとするときは、漁業法 （昭

和二十四年法律第二百六十七号）第八十四条第一項 （海区漁業調整委員会の設置）

に規定する海面に係るものにあつては、関係海区漁業調整委員会の意見を、同法第八

条第三項 （内水面の定義）に規定する内水面に係るものにあつては、内水面漁場管

理委員会の意見を聴かなければならない。  
９～１０ （略）  
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